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総合評価書 

 

１．評価対象施策 

科学技術イノベーション創造の推進 

 
２．担当部局 

政策統括官（科学技術・イノベーション担当） 

 
３．政策評価時期 

令和元年８月 

 
４．評価対象期間 

平成 26年度～30年度 

 
５．施策の概要 

関係省庁において様々な研究開発が進められている中で、重複や、連携・橋

渡しが不十分といった課題があった。そのため、総合科学技術・イノベーショ

ン会議（CSTI）の司令塔機能を強化し、内閣府計上の予算を活用して、国家的

に重要な研究開発を府省横断で取り組む「戦略的イノベーション創造プログラ

ム（SIP）」を推進するとともに、平成 30年度からは、民間投資誘発効果の高い

領域（ターゲット領域）に各省施策を誘導する「官民研究開発投資拡大プログ

ラム（PRISM）」を推進する。これにより、府省・分野の枠を超えて、基礎研究

から実用化・事業化までを見据えた研究開発を強力に推進していく。 

 また、健康・医療戦略推進本部が決定する各年度の「医療分野の研究開発関

連予算等の資源配分方針」等に基づき、医療分野の研究開発関連の調整費によ

り、同本部の総合的な予算配分調整の下で年度途中における研究開発の加速等

を実施し、研究現場の状況・ニーズ等を踏まえ、研究開発の前倒しや研究開発

内容の充実等に適切に対応していく。 

 
６．施策の目的 

確固たるマネジメントの下、経済・社会の様々な課題解決のための研究開発

と、未来の産業創造と社会変革に向けて果敢に挑戦する研究開発とを車の両輪

としてバランス良く駆動させることで、次々と知を創造し持続的なイノベーシ

ョンの創出等を実現する。 
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７．関連予算額・執行額（単位：百万円） 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

予算額 50,000 50,000 82,500 57,500 55,500 

執行額 49,856 50,405 67,668 70,471 ― 

 
８．施策の実施状況 

SIP 

別添資料１のとおり 

PRISM 

別添資料２のとおり 

AMED 

別添資料３のとおり 

 
９．政策効果の把握 

（１）必要性 

国家的に重要な課題の解決を通じて、我が国産業にとって将来的に有望な市場を

創造し、日本経済の再生を果たしていくことが求められている。その実現のためには、

政府による研究開発の推進が重要であるが、それのみでは十分ではなく、政府研究

開発投資を呼び水としつつ、民間における研究開発を誘発し、官民が適切な役割分

担の下、我が国全体として、研究開発に取り組んでいくことが必要である。そのような

観点から、各府省の取組を俯瞰しつつ、更にその枠を超えたイノベーションを創造する

べく、戦略推進機能の強化を図ってきたところであるが、その一環として、鍵となる技

術の開発等の重要課題の解決とそれを通じた民間の研究開発投資の拡大を促進す

るための取組に対して、府省の枠にとらわれず、CSTI が自ら重点的に予算を配分す

るため、SIP及び PRISM を実施するものである。 

また、医療分野の研究開発関連の調整費については、予算配分を関係府省の枠に

とらわれず、機動的かつ効率的に行うことを目的とするものであり、「医療分野研究開

発推進計画」に基づき組成された９つの統合プロジェクト等に対し、研究現場の状況・

ニーズを踏まえて、研究開発の進捗等に応じて、健康医療戦略推進本部の決定によ

り追加的に予算を配分するものである。 
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（２）効率性 

個別の省庁の予算ではなく、政府全体の科学技術・イノベーション政策の司令塔で

ある内閣府の予算で研究開発を実施しており、産学官連携や府省連携が促進されて

いる。 

また、SIP 第２期からは、民間企業から人的・物的貢献を求めており、さらに４年目

以降は、一定の条件下においてその貢献を国と同額程度の負担とするよう「戦略的イ

ノベーション創造プログラム運用指針」について改正を行った。 

（３）有効性 

平成 30年度に SIP第１期の最終制度評価を実施した。 

肯定的な評価としては、 

・CSTI及び内閣府のイニシアティブの下、確実に府省連携が図られる点は SIPの最

大の利点。 

・CSTI がトップダウンで決定したプログラムディレクター（PD）によって、課題（プログ

ラム）全体を俯瞰的・客観的に捉えながら推進することが可能。研究責任者ではな

い PDがマネジメントを行い、各課題（プログラム）を推進することは有効に機能した。 

・基礎研究から社会実装までを産学連携体制の下で一気通貫に進める点。また、実

用化や社会実装を極めて厳しく PDに求め続ける点について総じて高い評価。 

・管理法人を引き受けた国立研究開発法人の中には、自らの所管省庁の枠を超え

た、国家的な研究開発プログラムの管理・執行等に参画したことによって、府省連携

に係る意識改革に繋がった。 

等との評価結果であった。 

また、改善すべき点としては、 

・SIP で支援すべき課題（プログラム）は、省庁単独で取り組むことが難しく、府省連

携で取り組むことが効果的なものに重点化すべきであり、第２期の課題（プログラ

ム）については、今後の中間評価（三年目評価）の結果を踏まえて、およそ社会実装

の体制が見込めないもの等については、これらを退出させる方向で検討すべき。 

・PD の実態に見合った処遇の改善策を策定すべきである。特に、PD が課題（プログ

ラム）を機動的に推進できるようにするため、PD を支える体制の強化を図る必要が

ある。 

等の評価結果となった。 
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９．政策評価の結果 

SIP に関しては、平成 30 年度に実施した制度評価結果や各プログラムに対する評

価も併せて実施している。 

特に、各プログラムに関する評価結果に基づき、次年度の予算配分を実施してお

り、各プログラムへの指摘事項に対する所要の見直し及び改善を徹底するため、評価

が平均より低いプログラムに対しては、当初配分額について半分のみ交付し、改め

て、プログラム評価を実施し、その際、プログラム内容を見直した結果、平均相当の評

価結果となった場合は、残り半分を交付する取り組みを行っている。 

 

10．学識経験を有する者の知見の活用 

SIP の評価は、ガバニングボード（CSTI の有識者議員で構成）の下に、外部の専門

家等で構成する評価委員会を設置し、各プログラム評価を実施するとともに、その評

価結果案をガバニングボードに報告し、最終的な評価を実施する。また、評価結果に

基づいて SIPの各プログラムへの予算配分額を決定することとなっている。 

 

11．評価を行う過程において使用した資料その他の情報 

（１）根拠とした統計・データ等 

SIP第１期制度評価最終報告書（平成 31年２月 28日ガバニングボード決定） 

 別添資料４ 

SIP第１期課題評価最終報告書（平成 31年２月 28日ガバニングボード決定）  

URL：https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/saishuhokoku.html 

（２）学識経験を有する者の知見の活用に関する情報 

平成 30 年度 SIP 第２期課題評価結果（平成 31 年２月 28 日ガバニングボード決

定） 

別添資料５ 
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